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1.グリーンファームのご縁 
 2017 年２月 27 日～から３月９日までキューバ
を訪問し、都市農業と有機農業、そして協同組合に

強い関心を持ちながら現場を見学し調査を行った。 
 これは長野県伊那市にある産直市場・グリーンフ
ァーム会長である小林史麿氏の呼びかけによるも
のである。グリーンファームに調査のため出入りし
ている宮城教育大学准教授・溝田浩二氏（環境生物
学専攻）は、山形大学講師でキューバ出身のラザロ・
ミゲル・エチャニケ・ディアス氏とともにキューバ
での生物調査を行ってきた経過がある。 

二人は本年３
月にあらためて
キューバでの調
査を予定してい
たことから、これ
に先立って日本
における産直の

パイオニアであると同時に地域おこしの“達人”で
もある小林氏にキューバ農業を見学してもらい、そ
の生産・流通・販売等についてアドバイスしてもら
うことをねらいに案内することを計画。これにとも
なっての小林氏からの呼びかけに応じて参加した
のが首都大学教授・宮下与兵衛氏（教育学）と農的
社会デザイン研究所代表の蔦谷栄一と元小学校教
員の蔦谷政子である。溝田氏とラザロ氏の案内、そ
して現地でのもろもろの手配と連絡に労を負って
くれたサイネ女史も含めて、総勢７人でキューバの
農業を中心に、関連する現場を見学するとともにヒ
アリングを行った。 
 ただし、キューバでの滞在は 8泊のみと短期間で
あり、またキューバの国土面積はわが国本州の約半
分とけっこう広いこともあって、訪問できたのはキ
ューバ島の西半分にとどまった。さらにキューバで
の調査にかかる手配は全面的にラザロ氏にお願い
したが、キューバの仕事の仕方や慣習等から事前で
の日本からのアポはほとんど効力がなく、現地に着
いて直接交渉したうえでやっと決まるという“その
日暮らし”が当たり前。とにかく出かけてみて、やり
とりしているうちに結果的にヒアリングできたと
いうのが実情である。とはいえ先方が忙しくて時間
がないとは言いながら、５分、10分だけと言って始
めた話が情熱的に２時間前後に及ぶこともあるな
ど、それなりのヒアリングを積み重ねることができ
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た。まさにこれもキューバか、ということを身をも
って経験し実感させられもした。 
 なお、キューバに関する文献は限られるとともに、
統計・資料の入手が容易ではなく、最新の数値を入
手すべく、いろいろと努力はしてみたものの、最も
新しい数値でも５年前後も前のものとならざるを
得なかったことをあらかじめお断りしておきたい。 
 

 

2.念願のキューバ訪問 
 キューバは長年にわたって是非とも訪れてみた
い国であり続けてきた。ツァーによる観光は可能で
はあっても、暮らしの現場、生産の現場に直に触れ
ることのできる旅とするためには現地に精通する
とともに豊富なネットワークを持つ人の存在が不
可欠であるが、こうした人との出会いを得られずに
いた。それが小林氏からキューバ出身のラザロ氏が
案内してくれる訪問へのお誘いを受けて、すぐに飛
びついたというわけである。 
キューバといえば、カリブ海に浮かぶラテン音楽
とサルサの島というイメージとともに、カストロに
よって革命政権が樹立され、また 1990 年前後には
ほとんどの社会主義国がソ連の崩壊とともに体制
転換なり混乱を招く中で、独自の路線を歩みながら
独立を保ち続け立ち直ってきた。その政治性・社会
性や経済実態には興味津々で、観光・文化的にも政
治的にも魅力にあふれ、関心をひいて止まない国で
あった。 

加えてアメリ
カの医療制度と
貧困問題に鋭く
切り込んだマイ
ケル・ムーア監督
による映画『シッ

コ』では、先進各国を訪ね歩いたうえで最終的にた
どり着いたキューバで、国民の誰もが無料で十分な
医療を受けられるキューバの医療制度に出会う。し
かもそこでは先端的な医療ばかりでなく、東洋医学
等も取り入れた統合的な医療が行われているなど、
これを見るものにキューバ＝社会主義国＝貧困＝
低い医療水準という固定観念をぶち壊すだけでな

く、先進国の“豊かさ”とは一握りの金持ちだけが享
受することのできる豊かさにすぎず、あらためて真
の豊かさとは何かをキューバの実態をとおして問
いかけている。 
さらにはわが国では、吉田太郎氏が『有機農業が
国を変えた―小さなキューバの大きな実験』（コモ
ンズ）、『1000 万人が反グローバリズムで自給・自
立できるわけ』（築地書館）等の著書でキューバ農業
を紹介していることが大きく、キューバ農業といえ
ば「世界一の有機農業大国」「都市農業で自給」のイ
メージが刷り込まれてきた。大規模農業、近代化農
業とはまったくベクトルの異なる方向を歩みなが
ら、都市農業や有機農業によって相当程度に「自給・
自立」が実現されているというのであれば、これか
らの日本農業に大きな示唆を与えるだけにとどま
らず、大規模化志向、近代化志向に決別し転換をは
かっていく勇気を与えることにもなる。 
こうした独自路線を歩むキューバは、2015 年７
月 20 日、アメリカとの国交を回復するに至った。
キューバが引き続き独自の路線を歩んで行くこと
を期待してはいるものの、国交回復を受けてアメリ
カ資本による攻勢は必至であり、ここ５年、10年の
うちに大きな変貌を余儀なくされる可能性は高い。
キューバが維持してきた観光・文化的、政治・社会
的魅力にしっかりと触れておくことができるのは
今をおいてない。そのためにもキューバの実態・実
情を探っておきたい、これが今回調査の基本的ねら
いである。これをできるだけ都市農業、有機農業そ
して協同組合に力点を置いた視点をもって、現場訪
問とヒアリングを行ったものである。 
 
 
3.キューバの概要 
 キューバは首都ハバナに代表させると北緯 23.8
度、西経 82.2 度にあり、日本との時差は夏時間で
13時間、冬時間で 14時間ある。 
 キューバ島を中心に約 1,600 の島々からなり、面
積は約 11 万平方キロと日本の本州の約半分。キュ
ーバ島は東西に長く、1,225ｋｍもある。北にメキ
シコ湾、南にカリブ海、東に大西洋を望む位置に浮
かび、北のフロリダ半島まではわずか 145ｋｍしか
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なく、西のユカタン半島までも 210ｋｍにすぎない。
このため古くから通商の要衝として栄えるととも
に、「カリブ海の真珠」とも呼ばれる美しい景観を誇
ってきた。東部、中部、西部に山脈や山岳地はある
が、国土の多くは 200ｍ以下のなだらかな起伏の丘
陵地や平野となっている。 
 気候的には亜熱帯性海洋気候にあたり、年間平均
気温は 25.5℃、夏の平均気温は 27℃、冬の平均気
温は 21℃となっており、気温の変動は少なく穏や
かである。我々が訪問した２月末から３月上旬も、
日中の晴れた時には 30℃前後まで上がるものの、
明け方には16.7℃まで下がり、上掛けが必須であっ
た。 
 年間平均降水量は約 1,400ｍｍで、11 月から４
月が乾期、５月から 10 月が雨期となる。雨期でも
特に８月から 10 月にかけてはハリケーンが襲来し
風水害を被ることになる。 
 一方、人口は 11,238 千人（2009 年）と日本の
10分の１弱で、人口密度は低い。ちなみに首都ハバ
ナの人口は 2,168 千人（2007 年推計）となってい
る。 
 なお、革命政権樹立以降、最高指導者として君臨
してきたフィデル・カストロは 2016 年 11 月に死
去した。1976 年に就任した国家評議会議長の座は
既に 2006 年に弟のラウル・カストロに移譲してお
り、ラウル議長を中心とした集団指導体制がとられ
てきた。そのラウルも現在 85 歳と高齢であること
から 2018 年には引退することを表明しており、革
命後に生まれた世代へのバトンタッチが予想され
ている。こうした中、革命以来、激しく対立してき
たアメリカとは 2015 年７月、オバマ政権との間で
国交を回復したが、トランプ現大統領はキューバと
の国交回復には批判的であり、今後の両国関係につ
いては不透明感が漂う。 
なお、アメリカとの国交回復に
際して、オバマ大統領がハバナで
の演説で「冷戦の名残を葬る」と
語るとともに民主化の重要性を
訴えたのに対して、フィデル・カ
ストロが共産党機関紙グランマ
に寄稿して、オバマによる民主化

の訴えを「甘い言葉で幻想を描いた」と痛烈に批判
するとともに、1961 年のプラヤ・ヒロン侵攻事件
を「決して正当化させない」ことを強調。そして経
済封鎖の困難に耐え、教育・医療の無償化等を実現
した革命政権の功績を振り返って「われわれが栄光
と権利を放棄するという幻想を抱くべきでない」、
さらにはアメリカからキューバへの経済支援の表
明に対しても「われわれは食料も物資も自ら調達で
きる・・・『帝国』からの施しは必要としていない」
と述べるなど、キューバは“小さな大国”としてアメ
リカと対等の立場からの毅然とした対応を示して
いる。まさにスペインからの独立を勝ち取って以降
のキューバの歴史は、幾次にもわたってのアメリカ
による“キューバ乗っ取り” “キューバつぶし”を乗
り越えて生き残ってきた歴史そのものであり、両者
の対立がいかに激しいものであったか、そしてアメ
リカのキューバに対する執念の根深さ・強欲さが、
いかほどのものであるかをよく示しているといえ
る。 

 

4.歴史 
①植民地の歴史  
キューバ農業を都市農業、有機農業を主にして見
ていくこととするが、その前提としてキューバの歴
史と、これに対応させて農業の変遷を押さえておく
ことは欠かせない。革命前史についてはWikipedia、
革命以降については後藤政子『キューバ現代史』を
中心に、その要点を筆者なりに整理・再構成してみ
たものである。 
キューバはコロンブスの第一次航海によって
1492 年 10 月 27 日に「発見」された。よく知られ
た話であるが、コロンブスはこの到着した地がイン

ドであると思ったことから、原住
民を「インディオ（インド人の意
味）」と呼んだ。インディオたちは
スペインに抵抗を続けたが、1511
年、スペインのベラスケスが率い
る遠征隊によって征服された。植
民地として支配が強化される中、
強制労働や疫病、虐殺等によって
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インディオの約 90％が亡くなり、インディオはほ
とんど消滅したとされる。 
スペインの植民地となって砂糖産業が発展する
とともに、これに必要な労働力はアフリカからの奴
隷によって賄われてきた。砂糖はプランテーション
農業によって生産され、1840 年代には世界最大の
砂糖生産地になるとともに、スペインと中南米の中
継地点として発展を遂げることになる。 
19 世紀に入ると、既に大陸部にあるスペインの
植民地の中には独立を達成した国もあることなど
から、キューバでも独立運動が胚胎する。1868 年
には第一次キューバ独立戦争が起こり、キューバに
自治を認めるということで 1877 年に休戦となる。 
  しかしながらキューバの完全独立を目指して解
放戦争は続き、1880 年には奴隷制度の廃止を勝ち
取る。さらに「キューバ独立の父」と呼ばれるホセ・
マルティ等により1895年に第二次キューバ独立戦
争が開始され、1898 年にはキューバ独立軍が勝利
を目前にするところまできたが、アメリカの戦艦メ
イン号がハバナで謎の爆沈を遂げたのをきっかけ
にアメリカの介入が始まる。戦いはスペイン・アメ
リカ・キューバ戦争（米西戦争）となったが、アメ
リカ軍がスペイン軍を駆逐することによって、
1902 年５月にキューバ共和国として独立を達成し、
400 年に及ぶスペイン支配から解放されることに
なる。 
しかしながらこの独立はキューバを抜きにして、
アメリカとスペインによって行われたパリ協定に
よる頭越しの決定であり、実態はアメリカによる支
配にとってかわったにすぎなかった。グァンタナモ
等にアメリカの軍事基地が置かれることになると
ともに、アメリカ資本の進出により製糖業をはじめ
としてアメリカ企業が支配することになる。これに
対する国民の不満は鬱積し、クーデターや政変が続
くことになる。不安定な政治状況が続く中、1952 年
にバティスタがクーデターを起
こして政権を奪取し独裁政権を
開始するが、これにより「アメ
リカのキューバ支配は頂点に達
し、バティスタ政権とアメリカ
政府、アメリカ企業、アメリカ

マフィアの四者がキューバの富を独占し、その富が
アメリカ本土に流れるような社会構造が形成され
た。」 
このようにスペインの植民地時代が長く続き、独
立を勝ち取った後も実質はアメリカの「半植民地」
としてその支配下に置かれ、その富を収奪されると
いう構造に実質変化はなかった。 
 
②アメリカの憎悪と執念 
メキシコに亡命していたフィデル・カストロ等が
「グランマ号」に乗ってキューバに上陸した後、マ
エストラ山脈を拠点にしてのゲリラ闘争を２年余
り展開することによってバティスタを国外追放に
追い込み、革命政権を樹立したのが 1959 年１月１
日となる。 
革命政権は農地改革法を実施するとともに、製糖
業をはじめとするアメリカ資本に握られていた土
地と産業を国有化し、農業の集団化をはかったが、
この過程で多くの中・上流階級の者たちがアメリカ
に亡命することになる。 
アメリカは革命政権の敵視を続けてきたことか
ら、冷戦による米ソ対立の折柄、キューバはソ連に
接近し、1960 年にソ連と正式な外交関係を結ぶと
ともに、1961 年には社会主義化を宣言する。これ
によりアメリカとの対立は決定的となり、アメリカ
資本の銀行や電話会社も含めた大企業を国有化す
る一方で、アメリカも 1961 年にキューバとの外交
関係を断絶するに至る。 
1961 年にはプラヤ・ヒロン侵攻事件（もしくは
「ヒロン浜侵攻事件」）が発生する。アメリカはキュ
ーバとの外交関係断絶を発表した後、B25によりキ
ューバ全土の空港や病院等の公的施設を空爆し、多
くの死者を発生させるとともに、キューバの保有す
る航空機のほとんどを破壊した。これにともなう犠
牲者を追悼する葬儀の席上で、フィデル・カストロ

は「キューバ革命は社会主義革
命である」として社会主義化を
宣言した。そしてこの直後にア
メリカ軍の軍艦に守られたグア
テマラで訓練を受けた 1,500 人
の傭兵からなる反革命軍がキュ
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ーバ中部のプラヤ・ヒロンから上陸したものの、キ
ューバはこれを掃討するのに成功した。「傭兵軍は
３日目には殲滅された。薄氷の勝利であった。のち
にフィデル・カストロは『72時間以内に撃退できて
いなければ革命の存続は難しかったろう』と語って
いる。傭兵が一人でも生き残り、山の中で『臨時政
府樹立』を宣言すれば、『合法政府支援』の名のもと
に米国が介入してくる。米国にとって敗北は大変な
ショックであった。・・・国防省とCIA は、敗北の
原因は米軍を直接投入しなかったためだとして、す
ぐさま米軍による直接軍事侵攻の準備に入った」と
も記されている（後藤『キューバ現代史』）。 
1962 年には、アメリカはケネディ大統領により
キューバとの輸出入を全面的に禁止する経済封鎖
を発表したが、その年の 10 月 15 日にはキューバ
にソ連の核ミサイル基地建設とミサイルの搬入が
明らかとなり、いわゆる「キューバ危機」といわれ
る核戦争が開始されかねない事態となり世界中が
その脅威に震え上がることになる。寸前のところで
核戦争は回避されたものの、アメリカとキューバと
の関係は決定的に断絶することになる。1965 年に
反体制派キューバ人のアメリカ亡命を認めること
でアメリカとキューバは合意したが、1973 年まで
に 26万人以上がキューバを去ったとされる。 
余談になるが、ケネディは 1963 年 11 月 22日金
曜日にテキサス州のダラスで暗殺されることにな
る。その真相についてはマフィアとの関係をはじめ
とする諸説が紛々としているが、キューバ対策をめ
ぐってのケネディと軍部や CIA との間の確執がも
とで暗殺されるに至ったという説もあり、キューバ
をめぐる利権の確保やキューバへのアメリカ軍に
よる直接侵攻の是非をめぐっての議論等が大統領
の命を左右することになったというものである。真
偽のほどはともかくとして、後でみる 1996 年に制
定されたヘルムズ・バートン法による経済封鎖も含
めて歴史、経済、体制等様々の問題もからめて、ア
メリカはキューバの革命政権に異常なまでの憎悪
とともに、あくなき支配への執念を抱いており、両
者の間は根深く、かつ複雑で微妙な対立関係が続い
てきたことはしっかりと踏まえておく必要があろ
う。それだけに 2015 年７月 20 日、オバマ政権に

よって国交回復が行われたことは、その真意がどこ
にあるのかは別として、まさに歴史的にも画期的な
出来事であったということは間違いない。 

 

③マルティ主義 ＞ 社会主義 
プラヤ・ヒロン侵攻事件をきっかけに、キューバ
は社会主義革命への転換を宣言することになった。
アメリカ系資産の接収により国有部門が多くを占
めるようになって計画経済が可能になるとともに、
ソ連等社会主義国の経済支援体制も整っているこ
とから、社会主義経済体制への転換に向けて動き出
した。しかしながら社会主義体制は「理想主義社会」
を実現していくための手段ではあっても目標では
ない、というのがフィデル・カストロ等革命政権の
基本的な考え方であった。理想としたものは 1895
年の第二次独立戦争で凶弾に倒れたホセ・マルティ
の思想に置かれた。すなわちマルティの思想の核心
は「人間は自由な存在である」というところにあり、
「自由がなければいかなる人間も生きているとは
いえない。自由は人間にとって空気のようになくて
はならない物であり、本質的なものである」とする。
そして「自由は為すものであり、為されたものでは
ない。過程であり、結果ではない」ともし、「マルテ
ィは、自由は『そこにあるもの』ではなく、『実現す
べきもの』であるとした」。なお、小学校にはマルテ
ィの胸像が置かれるとともに、マルティとカストロ、
そして私欲の追求よりも社会的公正の大義のため
に生きる「新しき人間」を身をもって示したチェ・
ゲバラの３人が並んだ絵や写真が市街のあちらこ
ちらに掲げられていた。特に、チェ・ゲバラの人気
は高いように見受けられた。 
こうして「マルティ主義にもとづく理想主義社会
と、『社会主義から共産主義へ』というマルクスの理

論を融合させた」
「キューバ風共
産主義」が追求さ
れるようになる。
しかしながら砂
糖生産が減少し、
ソ連への砂糖輸
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出も滞って債務が累積し始めるとともに、革命路線
をめぐって対立していた両国関係の和解をはかる
ため、63年にフィデル・カストロはモスクワを訪問
した。この時にソ連から提案されたのが砂糖生産の
「1,000 万トン計画」で、革命前の最高生産量のほ
ぼ２倍の生産を目指し、砂糖を武器に経済建設をす
すめようとするもので、これにともなってソ連は必
要な資金の供与と砂糖の長期引き受けを約束する
ものであった。これは理念的には土地の個人分与を
原則にして、経済と農業の多角化を目指してきたキ
ューバにとっては砂糖モノカルチャー経済への逆
戻りを意味するものであり、受け入れがたいもので
はあった。そこでキューバが選択したのが、砂糖の
増産を機械化や近代化によって実現し、これを軸に
して工業化を進めるという苦肉の政策であった。 

「1,000万トン
計画」は 63 年か
ら準備が開始さ
れ、65年から実行
に移された。とこ
ろが1970年の砂
糖生産は 850 万
トンにとどまり、

計画は頓挫する。これを受けてカストロは「理想主
義」は誤りであり、「先輩である社会主義国の経験の
重要性」を指摘して「自己批判」を行い「ソ連化」
を強めることになった。 
 この「ソ連化」は 1975 年の第１回共産党大会で
決定され、76年には「マルティ主義」に対して「マ
ルクス・レーニン主義」が並列に置かれた新憲法が
制定された。 
 しかしながら「早くも 1970 年代末には、カスト
ロ自身が『ソ連型体制』のゆがみや『独り歩き』に
懸念を抱き、国民の中からも『社会のソ連化』に疑
問が呈され」るようになるなど、「ソ連化」は長くは
続かず、1980 年代に入ってキューバはあらためて
の転換を求められることになる。 
 1980 年代の転換は、「ソ連型体制」の否定がすす
められるとともに、既成の社会主義体制の限界を踏
まえて、新しい社会主義概念を追求するものであっ
た。当時、カストロは「社会主義体制のもとでも経

済効率の追求は欠かせないが、教育や医療・保険な
どに資本主義の効率至上主義や商業主義を持ち込
むことはできない。問題は、経済効率と社会の利益、
制度と人間の意識をいかに組み合わせるかにある」
と演説しているが、社会主義の見直しをはかった根
底にあるのは「人間の多様性」についての認識をあ
らたにしたところにあるとも見られている。こうし
た流れを踏まえて「ソ連化」を目指した 1976 年憲
法は大幅改正が行われ、1992 年の新憲法制定へと
つながる。これは「すべての人々とともに、すべて
の人々の幸せのための」国家を目指すもので、マル
ティ主義への回帰を明らかにしたものであった。 
 このように社会主義国ではあるものの、基本はマ
ルティ主義に置かれ、政治・経済情勢の流れの中で
マルティ主義が強弱して揺れながらも、あらためて
原点に立ち返っての国づくりが 80 年代に着手され
ることになったものである。 

 

④「革命自壊」の危機から「福祉国家」へ 
 ところが 1991 年 12 月にソ連が解体し、ソ連や
東欧諸国の経済に大きく依存していただけにキュ
ーバの受けた打撃は大きく「革命以来最も深刻な危
機」に直面することになる。すなわち 1980 年代末
の貿易の状況を見ると、社会主義国との貿易が全体
のほぼ 80％、ソ連だけだと 60％にも達しており、
工業製品やエネルギー資源だけでなく、ミルクや小
麦等の食料のほとんども輸入に頼っていた。これに
追い打ちをかけるようにアメリカは1992年にトリ
チェリ法により経済封鎖を強化した。既に 1962 年
にアメリカは対キューバ全面禁輸を宣言していた
が、この経済危機を利用してカストロ政権の崩壊を
ねらって経済封鎖強化を打ち出したものである。し
かしながらキューバはこの経済危機を何とか乗り
切り、回復軌道に乗せたことから、「キューバの自由
と民主連帯法 Cuban Liberty and Democratic 
Solidarity Act of 1996」というアメリカの独善と
横暴を象徴する皮肉なネーミングの、いわゆるヘル
ムズ・バートン法により経済封鎖を一段と強化した。 
ヘルムズ・バートン法は「世界一厳しい制裁」「一
分の隙もない制裁法」といわれるほどに厳しいもの
で、一例をあげれば、「キューバを『通過した』物資、
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すなわち、原材料等をすべて外国から持ち込んでキ
ューバで加工した製品はもちろん、『キューバに寄
港した船の積み荷』も米国に持ち込むことができな
い」とされている。 

この間のキュ
ーバの国内総生
産の成長率の推
移 を み る と 、
1990 年から 93
年にかけて毎年
成長率はマイナ

スを続け、特に 91、92、93 年と 10％を上回るマ
イナスとなり、94年で出血が止まり、５年目にやっ
と回復軌道に辿り着くに至る。 
ソ連解体前の 1991 年の前半には「平時の特別期 
special period」が始まり、輸入はほぼ途絶し、食
料やエネルギーをはじめあらゆる物資の不足が激
しくなった。ここでとられたのが「乏しきを分かち
合う」政策で、自由販売されていた生活物資は次々
と配給に組み込まれることになるが、配給量も日々
減少するとともに、価格も引き上げられた。街には
馬車が行き交うようになり、自家用車や公共機関の
車は「ヒッチハイク」の通勤客を乗せることが義務
とされた。そして食料確保が最優先され、家庭菜園
が奨励され、有機たい肥を使っての野菜の栽培がお
こなわれた。また外貨を獲得するために輸出できる
ものはすべて輸出するということで、砂糖の生産量
が減少して輸出を期待できないことから、国際的に
レベルの高い医療や医薬品、スポーツ選手やコーチ
の派遣等も行われた。 
こうした緊急政策に続いて1994年には制度改革
が行われ、ドル所有の自由化、国有農場の解体、農
産物自由市場の再開、個人営業の規制緩和、外資の
積極的導入等が進められた。総じて「経済自由化」
がすすめられたが、社会的経済的弱者に「経済自由
化」のしわ寄せが及ばないよう配慮もなされたこと
から、制度改革は一進一退を繰り返しながらすすめ
られることにより、「政策は整合性を失い、結果とし
て矛盾はさらに拡大し、『革命自壊』の危険が指摘さ
れるほどになった。」そうした中で、不正が蔓延する
とともに、優れた人材が国営企業から観光業や個人

営業に転職する「頭脳流出」を発生させることとな
った。 
このためフィデル・カストロは学生を対象とした
講演で、「革命は崩壊するかもしれない。破壊するの
は彼らではない。われわれ自身だ」と述べて警告を
発するとともに、「もはやこれまでのような体制は
維持できなくなった。21世紀に相応しい、まったく
新しい社会主義とは何か、若い諸君は知力を尽くし
て考えてほしい」と訴えている。この後、カストロ
は病に陥ったが、国民全体の意見を集約するため時
間をかけながら議論を重ねたうえで、2011 年に第
６回共産党大会が開かれ「革命と党の社会経済政策
基本方針」が決定された。この基本方針の「はじめ
に」では「1997 年の第５回共産党大会以来、あら
ゆる手を尽くしたが、効果はなく、いまや革命崩壊
の危機に直面するに至った。米国の経済封鎖の影響
もさることながら、原因は国内体制の限界、すなわ
ち、平等主義、中央集権的な経済運営体制にもある」
と明記されている。そのうえで「キューバ固有の価
値観に基づく、新しい時代に即した、経済発展と国
民生活向上のためにふさわしい体制」である「キュ
ーバ風社会主義体制」を目指すこととされた。これ
にともない、新しい経済体制は「改革」国有部門、
外資部門、中小民間部門、協同組合部門の４部門体
制からなること、外資法をより開放的なものにする
こと、食料自給化を軸とする経済発展、国民にも応
分の負担を求める新税法の制定等により、「平等主
義社会」から「福祉国家」へと向かうことになった。 
先に見た通り、1980 年代には基本をマルティ主
義に置いての社会主義体制が目指されたものの、直
面するソ連解体にともなう経済変動への対処に追
われる中で、「革命自壊」の危機が深化することにな
った。そこでマルクス・レーニン主義に傾きかけた
理念を、あらためて 2011 年にマルティ主義に基づ
くあらたな社会主義体制への方向付けがなされた
とみることができよう。 

 

5.経済の変遷と構造 
キューバの歴史を、経済の変遷と構造もからめて展
開してきたが、あらためて経済に絞っての整理をす
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れば大きくは次のようになる。 
1958年８月に
は最高裁判事で
あったウルティ
アを大統領にし
ての臨時革命政
府が設けられた
ものの、うまく機
能しなかったこ

とからカストロが首相に就任して矢継ぎ早に実施
した政策は、公務員に対する空手当てや幽霊公団の
廃止、アメリカ人しか入れないバーや海岸の一般市
民への開放、法外に高い電気料金や家賃の引下げ、
バティスタ派の資産接収、農民による占拠地の所有
権承認等の「ごく当たり前の政策」であった。そし
て1959年７月に革命政権が樹立されて第一次農業
改革法が、そして 1963 年には第二次農業改革法が
制定された。製糖業をはじめとするアメリカ資本に
握られていた土地と産業を国有化し、農業の集団化
をはかったが、近代的な大規模農業経営こそが農業
発展と農民の生活向上につながるとして、大規模な
国営農場や協同組合農場の形成が推進された。 
1961 年のプラヤ・ヒロン侵攻事件、1962 年のア
メリカによるキューバとの輸出入全面禁止、同年10
月の「キューバ危機」を踏まえて、1963 年にはソ
連との貿易協定が結ばれ、キューバ政府はソ連圏か
らの穀物やその他の食料と交換するため、革命政権
以前から行なわれてきた砂糖や柑橘類の生産を極
度に重視した「単一輸出作物」に依存する、いわゆ
るモノカルチュア経済の選択を余儀なくされる。そ
の結果、70年代には過度の国有化が進み、市場メカ
ニズムがほとんど機能しない中央指令型の計画経
済ができあがることになった。その後 80 年代末に
経済は停滞し、こうした中央指令型の経済モデルは、
より一層の経済発展のための足かせとなっていく。 
1990 年にはソ連・東欧諸国から石油をはじめと
して輸入物資が激減し、その結果キューバ政府は
「平和時の非常時 special period」を宣言する。
食料の配給品目を再び拡大して分配の平等性を強
化しつつ、各種の緊縮政策を打ち出すことになる。 
そして 1994 年には、外国資本の誘致、各種自営

業の拡大、国営農場の協同組合生産基礎単位（UBPC）
への改編、農産物および工業製品の自由市場の創設、
飲食自営業の承認、銀行制度改革、税制改革、企業
改革などの一連の構造改革が推進されるなど、生産
を増強するため市場機能を導入した数々の経済改
革が実行されてきた。 

そして2008年
以降は規制緩和
も推し進められ、
外国人観光客を
対象にした飲食
店や宿泊施設、地
元客向けの物販

やサービス業等も登場するなど、自営業者の増加は
顕著で、2015 年末には就業人口のほぼ 10％を占め
るに至っている。あわせて政府は社会主義の体制を
堅持しつつ、中小企業を解禁する方針を示すなど、
自由化が浸透・定着しつつある。 
こうした結果、GDPの 70％以上をサービス業が
占めることになり、製造業は 14％を、農業は４％強
を占めるに過ぎない（近時の数値と推定されるが、
年次不明）。外貨収入に占める観光収入は 1990 年
の4.1％から2000年には40％以上にまで達してお
り、経済危機以降、観光収入が砂糖に代わる最大の
外貨収入源となり、その後も観光業への高い経済依
存が続いている。ちなみに 2016 年１～７月の海外
からの訪問者数は 244 万人と発表されている（国家
統計局ONEI）。なお、キューバは都市に人口が集中
する都市化社会であることも指摘されている（数字
は古いが 1989 年の都市集中率 75％）。 
 

 

6.食の実情と農産物流通 
 キューバの主食
は米で、長粒種等
を油や塩を入れて
炊いて食べる。そ
のまま白米として
も食べるが、白米

の上にネグロスという黒豆を煮たスープをかけて
食べることも多く、これがなかなかにうまい。一般
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家庭での食事内容と観光客の食事とではずいぶん
と異なろうが、筆者のキューバ滞在中の食事メニュ
ーをあげてみると、朝食はパンにグアバやパイナッ
プル、バナナ等のフルーツサラダとフルーツジュー
ス、牛乳とチーズに卵焼き、昼食は牛・豚・鶏・羊
等の肉を焼いたり煮たりしたものとご飯、夜は昼食
とほぼ同じということが多かった。果物がふんだん
に出される一方で、サラダを含めて出される野菜の
量は少ない。 
 キューバの食事情をカロリー摂取量の推移で見
てみると、1980 年代には平均 3,000 キロカロリー
をとっており、「ソ連解体前の最後の正常な年」とい
われた89年には 2,885 キロカロリーを摂取してい
た。それが経済の最悪の状態にあったとされる
1994 年には 1,780 キロカロリー（全国 3,000 世帯
を対象とする家計調査）にまで低下し、栄養不足の
ために視力が衰える病気が流行したとされる。同行
したラザロ氏は当時ハバナ大学の学生であったが、
学生食堂で出されたのはソースなしのマカロニと
砂糖水だけ。今でこそ筋骨隆々たる体をしているが、
当時は食べるものがなくてあばら骨が出ていたそ
うだ。その後 95年で 2,218 キロカロリー、99年に
は 2,400 キロカロリー、そして 2,000 年には「最後
の正常な年」といわれる水準を回復するに至ってい
る。 
 しかしながら輸入額に占める農産物の割合は
22.6％（2005 年）と高く、2012 年の農産物の輸入
品目の上位５品目を見ると、主食の米、小麦、そし
て飼料穀物が上位を占めており、海外への食料依存
度は高い。これを食料自給率（金額ベースかカロリ
ーベースかその他か不明）の推移でみると、1989 年
には 40％であったものが、その後 84％にまで上昇
しているとの報告もある。主食である米に限って見
れば自給率は 36％（2009 年推計）となっている。 
ところで食料については革命政権が発足した
1961 年から配給制度が設けられており、安い価格
で基礎的食料が供給されている。いずれ配給を廃止
することが決められているが、まだ配給制度は続け
られている。家族単位で発行された配給手帳を持っ
て国営市場に出かけて購入する仕組みとなってお
り、我々が訪問したハバナ市内の国営市場では米、

豆、黒豆、白砂糖、黒砂糖、スパゲティ、塩、卵、
ミンチ肉、鶏肉、乳児用ミルク・ヨーグルト・肉が
供給されていた。供給される量は白砂糖が４パック
（１パック＝1.8ｋｇ）/人・月、黒砂糖１パック/人・
月、塩１パック（１パック＝１kg）/３か月・家族、
黒豆 10オンス/人・月、スパゲティ１パック/人（あ
る時だけ）、コーヒー１パック/人・月等となってい
た。自治体によって供給される量や種類は異なるよ
うであるが、概ね必要量の 20 日分程度が供給され
ているといわれる。 

配給だけでは
足らない分、さら
には配給の対象
にならない野菜
等の農産物は、国
営市場（写真）や、
公営あるいは小

農や協同組合が出荷・販売する自由市場で購入する
ことになる。新藤通弘氏の論文「キューバにおける
都市農業・有機農業の歴史的位相」によると、「配給
を通じて一人当たり月間食料消費量の 40－60％が、
政府の補助金を受けて、市価の 10～５分の１程度
の価格で（１ケ月の配給食糧合計額は一人当たり26
－38ペソ程度）配給されている。国民は、この毎月
の消費食料の不足分 60－40％は、自由市場、闇市
場で買わなければならない。・・・この配給食糧品の
84％が輸入食料」であるとしている。キューバでは
食料価格が高いため、貧しい階層では食費が給与の
70％にも及ぶとされる。       
 
 
07.農業の概要 
①農業構造、都市・農村 

 国土総面積 1,098 万ヘクタールのうちの 659 万
ヘクタール（60％）が農用地で、農地（耕地）とし
て323万ヘクタール（国土の29％、農用地の49％）
（2005 年）が利用されている。農用地の耕作率は
49％にとどまっており、ほぼ半分しか耕作されてい
ないのが実態である。 
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農業生産額は 2005 年で 1,700 百万ペソであり、Ｇ
ＤＰに占める割合は 4.3％にすぎないが、農業従事
者は95.6万人と全労働人口に占める割合は20.2％
と高い。農業が貴重な就業・雇用の場になっている
一方で、生産性が低いことをも示している。またこ
こで注目しておきたいのが、1989 年の農業生産額
のＧＤＰに占める割合は15.6％であり、国民経済に
占める農業のウェイトは急激な低下をたどってい
る。 
あらためて農業生産額の推移を確認しておくと、
1989 年は 4,153 百万ペソであり、「最後の平常時」
に当たる 1989 年から 16 年の間にほぼ６割も減少
している。この最大の要因は、砂糖生産が 89 年の
7,579 千トンが 2005 年には 1,160 千トンと、85％
もの急激な下落を示しているところにある。ちなみ
にこの間の主要品目の推移を確認しておくと、米生
産は 536 千トンから 368 千トンと 31％の減少、野
菜・根菜類生産は 1,291 千トンから 6,229 千トン
と 4.8 倍の増加。都市農業生産（統計区分によるも
ので、実態は都市近郊農業）は０であったものが
4,110千トンへと飛躍的な増加を示している。なお、
この間の全労働人口中の農業従事者の割合は、
19.6％から 20.2％の微増となっている。これから
伺われるようにキューバ農業は経済危機への対応
を機に構造的に変化してきており、国営農場による
砂糖生産から非国営部門による野菜・根菜類生産、
あるいは都市近郊農業生産へのシフトが著しい。 
ところでキューバは大規模農法で経済危機以前
の段階で既に高度な機械化を達成しており、経済危
機の影響によりそれを稼働させる資材（化学肥料や
農薬、機械の消耗品など）が大幅に不足する状態に
あったが、その後、輸入の増加によって需給は改善
してきている。 
あわせて輸入総額に占める食料輸入額の割合の
推移を見ておくと、1989 年の 11.4％が 2010 年に
は 20％へと増加している。分
母、分子の数値はわからない
が、国民が必要とする食料を確
保するため、輸入総額が減少し
ながらも食料の輸入額はさほ
ど変化していない可能性もあ

る。 
なお、2012 年の
農産品の輸入品目
（上位５品目）は
上から、コメ、コム

ギ、トウモロコシ、鶏肉、ダイズ粕と主食となる穀
物と飼料穀物が占めている。また農産品の輸出品目
（上位５品目）は、粗糖、葉巻たばこ、アルコール
飲料、ハチミツ（天然）、グレープフルーツジュース
（濃縮）となっており、激減しているとはいえ、依
然として農産物の中では砂糖が最大の輸出額を占
めている。ちなみに最盛期にはキューバは世界の砂
糖供給の 25％を占めていたが、現在では 0.7％にま
で低下している。 
 

 

②農業・農政 
 キューバの農政は、1959 年の第一次農業改革、
1963 年の第二次農業改革、そして 1991 年 10 月の
第４回共産党大会において決定された経済危機対
策を踏まえての農政と、三つのステップに大きく分
けてとらえることができる。後藤政子氏の論文「90
年代のキューバにおける農業政策転換の基本理念」
では、それぞれの特徴を第一次農業改革は「集団化」、
第二次農業改革は「国営農場・小農体制の確立」、経
済危機対策を踏まえての農政では「国営農場の分
割・解体」ととらえるとともに、第二次農業改革以
降、90年代の農政との間を、その後の 75年体制に
ともなう「新たな協同組合形態の導入」時期と、さ
らに 80 年代半ばから 90 年の経済危機発生までの
時期をその「修正過程」と位置付けて紹介している。 
カストロは経済の多角化と同時に農業の多角化
が必要であるとして、革命直後の 1959 年５月に第
一次農業改革法を制定した。アメリカの砂糖会社が
所有していた農地を接収して、小作人や農業労働者

等の農民へ分与することを原則
にしたが、同時に協同組合によ
る集団化をも推進した。個人分
与は２カバリェーリア（26.8ha）
までは無償で、それ以上５カバ
リェーリアまでは有償とされ、
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約 11 万人の小規模農家に土地の権利を与えること
になった。ただし、土地所有最高限度は 30 カバリ
ェーリアとされ、例外的には 100 カバリェーリアま
で認められた。これにより寡頭制支配による極端な
大土地所有制のもとにあった農地の 44％を国家の
土地所有に移管したとされ、第一次農業改革が終了
した 62年末には、可耕地の 59％を私有農が、41％
を人民農場（国営農場とサトウキビ協同組合）が占
めることとなった。 
1963 年には第二次農業改革法が施行されている。
これは生産をサボタージュする中農や富農から小
農を分離するとともに、砂糖を武器にしての経済建
設を目指す「1,000 万トン計画」を実現していくに
あたって、農業生産を国家のコントロール下に置く
ことによって生産性の向上をはかろうとするもの
であった。５カバリェーリア以上の農地が接収され
たもので、この結果として大規模な国営農場と小規
模な私有農に分化することとなり、国有部門の農地
面積がほぼ 60％、私有部門が 40％と、62年末の比
率は逆転する。私有部門が縮小して国有部門の割合
が増加した背景には、亡命や紛争による農地の接収、
農家の高齢化にともなう後継者難、若者の都市流出
等とともに、砂糖生産の大規模化・近代化のための
国営農場の統合と規模拡大の進行があった。 

この「1,000 万
トン計画」は失敗
に終わり、カスト
ロは「理想主義の
誤り」を自己批判
し、「75 年体制」
といわれる「ソ連

化」を進めることになる。新経済システムへの転換
がはかられ、国営企業の自由裁量権の拡大による市
場原理の導入が行われた。農業部門でも国営農場を
中心とした改革がすすめられたが、あわせて農業生
産協同組合(CPA)といわれる新たな協同組合形態の
導入がはかられた。信用サービス組合（CCS）の CPA
への転換、国有地の提供による CPA の形成も加わ
って、83 年までに私有農地のおよそ半分、46％は
CPAに集中することになった。しかしながら「76年
憲法においても、また農地改革法においても、私有

農の存在を尊重することが謳われていたが、依然と
して大規模な国営農場優先の政策に変わりはなく、
小農に対してはCCSへの統合が、さらにはCPAへ
の、最終的には国営農場への統合が期待されていた」
（前同）というのが実情であった。 
80 年代半ばから 90 年の経済危機までの時期は
「修正過程」と言われているが、75年体制の修正と
60 年代からの中央集権体制の見直しの模索を続け
た時期であった。結論が出ないままで、ソ連と東欧
諸国の崩壊による経済危機を迎えることとなった。
「修正過程」では主として不正対策や生産性向上対
策が講じられたが、農業部門では農産物自由市場の
閉鎖が行われ、その後はまたこの再開についての議
論が展開されていた。こうした中で、国営農場の規
模拡大はいっそう進行し、89 年末には農地のシェ
アは国営農場 82％、CPA８％、CCS7.5％、自営農
2.5％となっていた。 
1989 年 11 月の「ベルリンの壁」崩壊を機に、い
っきょにソ連・東欧社会主義圏は崩壊に向かうこと
となり、キューバも経済危機に投げ入れられること
になる。91年 10月に第４回共産党大会が開かれ経
済対策が決定されるが、多角的国際関係の樹立や外
資の導入とあわせて、食料の国産化、有機農業への
転換、国内資源を活用した産業発展（バイオエネル
ギーや薬品、飼料等）などによる自給的経済の発展
を可能とする構造へと再編していくことが打ち出
された。あわせて国営農場の規模縮小と新たな協同
組合形態である協同生産基礎単位(UBPC)の設置、
食料自給化のための菜園地の貸与等も行われるこ
ととなった。こうした背景には、エネルギーや化学
肥料・農薬に依存してきた大規模農業が成り立ち得
なくなってしまったこと、大量の化学肥料の使用や
連作による土壌の劣化、国営農場の低生産性、など
の問題の存在があったとされる。 
こうした国営農場の分割・縮小は、第一次農業改
革以来、理念的には農地の個人分与を原則としなが
らも、実態的には生産性向上を確保するため大規模
化を推進してきた政策の抜本的転換をはかろうと
するものであった。そしてこれに関連して、生産や
生産性向上と土地所有とは切り離せない関係にあ
ること、すなわち自らの所有地であることが高生産
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性につながると認識されるようになってきたこと
が大きく影響している。 
1992 年の憲法でも、「『国民経済に貢献する限り』
という条件はついているものの、小農の個人的活動
を『支援する』と言う表現があらたに含まれ、小農
の役割がいっそう積極的に評価されている」（後藤
２（11頁））。1997 年までに自給農業のために個人
分与されたのは 43,544 戸に 10,883ha と平均
0.2ha 強と小規模であった（前同）。 
その後、2008 年には国内生産をさらに増加させ
て輸入を削減するため、遊休国有農地を意欲ある農
業者に利用権を付与して活用させる政令 259 号が
発令されている。これは同年、相次ぐハリケーン被
害に見舞われ、農業生産は大きく落ち込み、食料輸
入に 25 億ドルを費やすことになったこともトリガ
ーとなった。2009 年には、11 万件の申請があり、
うち、８万件が承認され、69万 ha もの農地が流動
化したとされる（吉田太郎「キューバ―都市農業は
生き残れるか―）。さらに 2012 年 10 月末までに
17.2万人に対し約150万ha の土地が引き渡され、
新規就農者の増加を大きく後押しするものであっ
た（北中真人「キューバにおける農業」）。 

 

③担い手（生産組織・形態） 
 キューバ農業の担い手は、農政の推移を踏まえて
現在では、国営農場、協同組合生産基礎単位（UBPC）、
農業生産協同組合（CPA）、信用サービス協同組合
（CCS）、独立自営農民としての個人農家の５つの
生産組織・形態に分かれる。その特徴なり設置の経
過等については次のとおりである。 
 
・国営農場 
国が管理運営する農場。おもに稲作やサトウキビ
などの生産において国営農場によ
る経営が行われている。その経営規
模は巨大で、稲作では１つの国営農
場で２～３万 ha を経営している。
分割や UBPC への転換が進められ
てはきたが、一方では実験農場をは
じめさまざまな機能を備えた新た

な国営農場の形成も行われている。 
 
・協同生産基礎単位（UBPC） 
経済危機を受けて大規模経営が困難となった国
営農場を分割し、1994 年に誕生した協同組合。土
地所有権は国に属することなど、農業生産協同組合
（CPA）とは性格が異なる面がある。UBPCは、現
在キューバ全国の農地の 42％を占めるが、生産性
の低い経営母体となっている。 
 
・農業生産協同組合（CPA） 
自営農民が自分たちの土地や生産手段を持ち寄
って協同組合所有化し、共同作業によって運営し、
賃金や利潤は労働時間に応じて分配されるという
経営形態である。土地や生産手段、生産設備の使用
権・所有権は協同組合に属しており、個人の所有で
はない栽培作物は政府との契約で決定され、生産物
はすべて国の買い上げ機関に引き渡すことが義務
付けられている。1977 年から推進されてきた。 
 
・信用サービス協同組合（CCS） 
自営農民が国から共同で融資を受けたり、農業資
材や機械を共同購入し、共同で使用したりするため
に組織された協同組合である。農民は自分の土地の
所有権を維持しており、基本的に自営農民がそれぞ
れ自分で経営を管理する。必要なときには共同で作
業することもある。革命直後に行われた第一次農地
改革の際に設けられている。 
 
・独立自営農民 
個人農家で、協同組合に属さない独立自営農民が
２万人弱存在する。 
なお、小農協会(ANAP)なる、CPAおよびCCSな
どには属している小農のための全国的な組合組織

があり、ANAPの看板はあちこちで
見かけることができた。 
所有形態別農場数・農地面積は図
１、所有形態別農地面積の変遷は図
２のとおりである。 
すなわち国営農場、UBPC、CPA
といった大規模農業形態は減少傾
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向にあり、代わって CCS および個人農家による個
人経営の小規模農家が増加している。これは食料増
産を目指す中で、大規模経営よりも小規模経営のほ
うが生産性が高いことから、政策的に小規模経営へ
と誘導していることによるものである。2008 年６
月に施行された政令 259 号は、新たに農地を取得し
て農業を始める個人に対して、未利用地（遊休農地）
の利用権を与えるもので、発令後 2012 年 10 月末
までに 172 千人に達して約 150 万 ha の農地が引
き渡されたとされている。 
担い手である生産組織・形態の中身等は上のとお
りであるが、農業就業人口 80万人のなかでCCS傘
下の農民は約 16 万人、５分の１を占め、最も生産
効率が高いとされる。 
なお、ソ連が崩壊した後、キューバの軍隊の一部
は農業を行うようにもなっており、また大学も含め
た学校では授業の一部を農業に当てる等、徴農制に
近いことが行われてもいる。 

 
 
④〈事例〉独立自営農家レオネル氏とハリナシミ
ツバチ 
ハバナ市から東南方向に車で５時間ほど。カリブ
海に突き出たサパタ半島にサパタ湿原国立公園が

あり、その近くにピオクワ村があるが、ここの 20～
30 戸ほどの集落に住む兼業農家がレオネル氏で、
年齢は 40 歳台後半。電気工事士として働いている
が、あわせて養蜂とバナナ、マンゴー、アボガド等
の果樹や枝豆、ナス等の野菜を多品種少量生産して
いる。またカイシモン、マンサーニア、ティロ、ミ
ント等の薬草も育て、よく使っているという。さら
に馬を飼っており、仕事や遊びによく馬車を走らせ
ている。なお、奥さんのアニータさんも一緒に農業
をしているが、元は小学校の教師であったという。 
レオネル氏がこのところ農業というか畜産で力
を入れているのが養蜂で、飼育しているのは西洋ミ
ツバチではなく、ハリナシミツバチである。その名
のとおりハリは退化しており、刺されることはない
ことから、作業で特段の防護服等を着用する必要は
なく、作業も楽でハリナシミツバチがかわいく感じ
られる。ハリナシミツバチは樹の中、胴の部分に巣
を作るが、樹から取り出した巣を自分で作った木製
の巣箱に移して飼養する。蜜は西洋ミツバチの蜜よ
りも抗菌性が高く付加価値は高いものの、西洋ミツ
バチに比べて生産性に劣り、蜜の収集には時間がか
かる。（写真） 

レオネル氏は
ハリナシミツバ
チの普及にも努
めており、レオネ
ル氏の実家を引
き継いだ弟もハ
リナシミツバチ
の飼育を行って

いるが、これらを合わせても販売していくのに必要
なまとまった量には達していないことから、自給用
に飼養するにとどまっており、生産がたまたま多す
ぎた時に協同組合に売ることがある程度だという。
日本でもハリナシミツバチの蜜は珍重されている
が、当分の間は輸出が難しいとしている。 
なお、レイネルさんの集落と道路をはさんで反対
側にある、独立自営農民として農業を営むウァルス
ト氏の農園も見学させてもらったが、両親が持って
いた森と交換して所有したという農地は 77.8ha も
の広さがある。果樹を栽培しており、アボガドだけ
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でも 1,000 本あるそうで、買ってくれる人には収穫
してもらう販売方法をも取り入れている。 
レオネル夫妻とお別れする際に、是非一度、日本
にきて農業を見学して回ることをお勧めしたが、
「毎月の収入 3,000 円では、とても日本に出かける
ことは考えられない」との反応。農地は自己所有で
あり、兼業農家につき経済的には比較的恵まれてい
るものと推測されるが、キューバは農家も含めて絶
対的に低い経済水準にあり、これが後で見る二重通
貨問題に直結している。No.388, 2018－1－11 
 
 
08.都市農業 
①実態は都市近郊農業 
 まずキューバにおける都市農業の定義を確認し
ておくと、①ハバナ首都圏、及びハバナ県全体、②
12 の県都の中心から 10km 周辺の地域、③169 の
基礎行政区（Municipal）の中心から５km周辺の地
域、④1,000 人以上の村落の中心から２ｋｍの周辺
の地域、⑤住宅 15 戸以上の村落で、住宅に隣接し
て自給用に栽培される土地、が対象とされている。
日本でいえば都市部の周辺にある農業、いわゆる都
市近郊農業も含まれる。 
 この都市農業を 40 万人近くが営み、栽培農地面
積の約 20％で、120～140 万トンの野菜・根菜類
（同栽培の 25％）を生産しているとされる。 

都市農業のウェ
イトはけっこう大
きく、また都市部
では相当程度の自
給が行われている
ことがキューバ農
業のイメージとし

て刷り込まれているが、今回、ハバナの市街地を歩
いてみた限りでは農地を見かけることはまったく
なかった。これは都市農業といわれるもののほとん
どは都市近郊で展開されており、都市農業の定義が
都市近郊農業を含むことを見落として、都市農業が
日本における都市農業と同様に都市部そのもので
行われていると理解して統計数値を利用してしま
ったようにも推察される。 

一 方 、 Grupo 
Nacional de 

Agricultura 
Urbana の統計で
は、「経済危機」の

際には労働者 384 千人、女性 82.5 千人、若者 384
千人、技術者 44.5 千人、専門家 10.1 千人、その他
37.6 千人が新規就農したとされている。また「キュ
ーバ農業－都市農業は生き残れるか－」（吉田太郎、
農山漁村文化協会発行『田園回帰シリーズ⑧世界の
田園回帰』）によれば、1989 年末には政府もハバナ
市内や郊外の１ha 以上の国有地を無償で提供し、
まず提供を受けたのが、学校や工場ほかの食堂用の
食材を確保するための「アウトコンスモス」であっ
たこと、1991 年にハバナでは、パルセラスを活用
した自給運動が立ち上がったこと、1994 年には農
業省内に都市農業局が創設され、都市内の遊休地を
農地転用し、意欲ある市民に斡旋するとともに、新
たに家庭園芸を始めたり新規就農を希望する市民
を支援するため、技術指導センターを設置し、バイ
オ農薬、種子、たい肥などの提供も行ったこと、
1998 年には、インフォーマルな運動を制度化して
全国都市農業・都市近郊農業グループ（GNAU）を
設立。「地区による地区のための地区の生産」がスロ
ーガンとなり、都市農業での生鮮野菜や果実の生産
が増加したこと、2000 年には、農業省によって「パ
ティオ・パルセラス運動」が公式に立ち上げられた
ことも確かなのであろう。 
実態としては「経済危機」の時には空き地や植え
込み等を農地に利用して野菜等を生産することも
珍しくなかっただけでなく、政府や自治体、都市住
民の盛り上がりもあって、瞬間風速としては急速な
拡大を示しはしたものの、経済が落ち着きを取り戻
すにつれ、畑として利用されていた空き地等に建物
がたてられて農地は減少し、市街地ではほとんど見
かけることができなくなってしまったようにも推
測される。 
ともあれ日本の感覚で、キューバで都市農業が盛
んで、都市農業でかなりの自給をしているとの認識
はあらためる必要がある。むしろ実態は、「経済危機」
にともない都市近郊を中心とした農地への大々的
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な“帰農運動”が巻き起こり、これらが３～１３haの
小規模農家となって、ハバナでは都市農業の中核を
占めるようになり、小規模農家の生産が全体の約
60％を占めるようになっている一方、企業型の大規
模農場が発展して自給農業にとってかわるととも
に、経済回復にともない観光業に力が入れられホテ
ルなどへと農地転用がなされたということなので
あろう。 

あらためて言
い直せば「経済危
機」の時に発生し
た現象は、大々的
な帰農運動であ
り、帰農する場の
中心になったの

が都市近郊であった。また都市部の市街地にある空
き地等でも一時的に農業は行われたものの、その後、
他に転用されて農地は見られなくなってしまった
ものと理解される。しかしながら、これをしてキュ
ーバには都市農業はない、あるいはなくなったとい
うことで、一蹴することが適当であるとは思われな
い。未曽有の食料危機に見舞われ、大規模な帰農運
動が展開されたこと、そしてこれらが都市近郊で小
規模農家となり、都市の野菜・果実需要の約 70％を
生産するなど、都市住民の食卓をしっかりと支える
ようになってきたことは間違いない。さらには
2005 年の全労働力人口約 480 万人のうち、35 万
人以上の雇用が都市農業によって創出され、しかも、
女性や 35 歳以下の若者が多く、最低でも平均所得
に匹敵するだけの収入を獲得する等、貴重な就労の
場を提供してきたことも含めて、むしろキューバの
都市農業は実態的には小農による都市近郊農業と
して大いに評価されてしかるべきものと考える。 
 
 

②多様な形態 
ところで、このキューバの都市農業は、経営とし
ての都市農業、定年退職者や比較的裕福な中産階級
が行う趣味としての家庭菜園、低所得者層が家庭消
費を抑えるために行う都市農業と多様なタイプが
あるとされる。（前同）。 

そしてその形態も、 
・アウトコンスモス：ハバナ市内や郊外の無償で
提供された１ha 以上の国有地で、学校や工場
ほかの食堂用の食材を確保。 
・パティオ：10a 以下の個人が所有する家庭菜園
（パティオ＝中庭） 
・パルセラス：10a 以下の区画で、運動場や公園、
遊休地であった国有地を、個人が借りて行う家
庭菜園と多様である。なお、アウトコンスモス
は、1996 年には 400 カ所、6,745ha あったも
のが、2000 年には 292 カ所、3,086ha に減少
したことが報告されている。 

 さらに栽培形態も、オルガノポニコ、集約菜園、
小土地菜園・家庭菜園、工場・企業付属菜園、郊外
農場、ハウス栽培・セミハウス栽培、家屋菜園など
各種あることも紹介されている。 
取り上げられることが多いオルガノポニコは、コ
ンクリートの瓦礫で囲んだ枠内に土壌を客土し、た
い肥と混ぜて高畝で野菜をつくる人工菜園である。 
 
 
  
09.有機農業 
①実態と実情 

 『200 万都市が
有機野菜で自給で
きるわけ』（吉田）
等によってキュー
バ農業はほとんど
が有機農業で行わ
れている、とのイ

メージが刷り込まれてきた。有機農業についての統
計はなく、その実態は不明である。 
 有機農業については国際的なルールとしてのコ
ーデックス基準が設けられており、これを基本に各
国が有機農業基準を設定することになっている。日
本における有機農業基準は、①化学合成農薬（除草
剤、除虫剤、殺菌剤）を使用しない、②化学肥料を
使用しない、③化学合成土壌改良資材を使用しない、
④この条件を３年間維持する、こととされている。
そして有機農産物であることを表示するためには
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第三者による認証を獲得することが必要とされる。
少なくもキューバでは有機表示された農産物を見
かけることはなかった。 
 キューバの農業はソ連型の大農機具と農薬・化学
肥料を使用しての大規模農業を基本としてきた。こ
れが「経済危機」によって農薬・化学肥料の輸入が
途絶したことから、農薬を使うことはできず、肥料
もコンポスト等によってたい肥を作るしかなかっ
た。こうした中からオルガノポニコ等の無農薬・無
化学肥料ながらも高収量を可能にする栽培方法が
編み出され、キューバの都市農業を象徴する顔とも
なっている。とにもかくにも農薬・化学肥料が使用
できない状態が一時的とはいえあったことから、無
農薬・無化学肥料栽培が行なわれていたことは事実
であろう。これを有機農業というには、どれだけ意
識的に無農薬・無化学肥料栽培に取り組んでいたか
が問われることになろうが、その後、徐々に農薬・
化学肥料が輸入されるようになって、多くは再びこ
れを使用しているのが実態のようである。また有機
農業や有機農産物に関心を持つ農業者や消費者は
ほとんどいない、との話も耳にした。 
 しかしながら本稿で取り上げた事例は意識的に
有機農業に取り組んでいるものがほとんどで、「経
済危機」での対応をつうじて農薬・化学肥料が持つ
弊害や農産物の安全・安心についての意識が高まり、
その中の一部はしっかりと定着してきたことは間
違いない。 
 また 2007 年に出されている新藤論文では、キュ
ーバでは有機農業に関する規定はなく、有機農産物
認証機関はない、とされているが、後で見るラウル
農場には有機認証の証明書のようなものが掲示さ
れていたことから、有機農業認証等についての体
制・環境整備がすすんできている可能性がある。今
後の調査で確認を要するところだ。 
 あわせて紹介しておきたいのが、やはりラウル農
場においてであるが、ここでの農業についての宣言
書が掲げられていた。そこであげられていたのは、
①ローテーション、豆・トウモロコシの混作、②ア
ソーシエーション、③複合農業、④土壌保全、⑤有
機肥料、⑥有機廃棄物の還元利用、⑦農機具不使用
と牛耕、⑧生物的手法、⑨害虫防除、⑩生垣、⑪畑

の多様性、⑫生活、である。有機農業にとどまらず、
こうした持続性・循環を大事にする意識と実践が着
実に芽生えてきていることを示している。 
 

②〈事例〉直売所 LOS LARAとオルガノポニコ
農場 

 ハバナ市の中心
街からはずれた周
辺区域に民間で設
置している直売所
LOS LARA（写真）
がある。このよう
な直売所はハバナ

市内に二つあるという。日本の中規模程度の直売所
で野菜・果実を販売しているだけでなく、肉やハム、
ジュースやワイン・ビールも売られていた。販売さ
れていた野菜・果実で目に入ったものは次のとおり
で、（ ）内の数値は１パックの価格（CUP）である。
「有機」の表示はまったく見かけなかった。 
 ジャガイモ（30）、ショウガ（40）、カボチャ（20）、
サツマイモ、ピーマン（25）、タマネギ（80）、キュ
ウリ（25）、カリフラワー、トマト（25）、ニンジン
（40）、トウモロコシ（20）、ナス、野菜（日本には
ない野菜で名前不明）（30）、バナナ、パイナップル。
なお、ワインはCUPではなく２CUCで販売されて
いた。 
 ここで売られているものは、契約した生産者が出
荷したものと、直売所の隣にあるオーナーの農場で
生産されたもので、農場の奥にある小屋でパッキン
グされている。 
このオーナーの農場は 20a ほどの広さで、オルガ
ノポニコによって生産されており、生育は順調であ
るとともに、良く手入れされている印象を受けた。
農場の片隅にはコンポストの容器が置かれており、
たい肥作りに活用されているようだ。（写真） 
 
③〈事例〉ミゲル氏の農場 
 ハバナ市街地から車で 15 分ほどの都市近郊農業
で、３ha ほどの農場を２人で有機により栽培して
いる。長年有機栽培に取り組んでおり、いろいろの
農家に有機栽培のノウハウを指導してもいる。ミゲ
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ル氏は独立自営農家で、ここで農家の子どもとして
生まれたそうだ。いつから何故有機農業に取り組む
ようになったかは、残念ながら確認することはでき
なかった。 
 牛を使って耕耘しており、牛のふんを積み上げた
ところでミミズを養殖している。そのミミズは畑に
放して土づくりさせ、さまざまな野菜とともに果実
を栽培している。 

 野菜栽培の基
本には混作と自
家採種を置いて
おり、ちょうど
筆者等が訪れた
時には、ラディ
ッシュ、ブロッ
コリー、ホウレ

ンソウ、ニンジン、パクチー、レタスが栽培されて
おり、種はそれぞれの種を混合したものをまくとい
う。果樹はタマリンド、ココナツ、マンゴー等が栽
培されていた。ヤシの木もあったが、その下では豚
が飼われ、また小さな池ではナマズが養殖されてい
た。まさにナマズも含めた有畜複合経営、多品種少
量生産による循環型の農業が展開されていた。 
 野菜の生育は概ね順調であったが、同じ畑地の中
でも場所によって生育にばらつきがあり、種まきの
時期をずらしたためというよりは、土壌条件が均一
化されておらず、場所によって土壌条件のばらつき
が大きいように感じられた。もともとは湿地であっ
たところを干しあげて畑地にしたものか、場所によ
っては大きな穴があって水たまりになっていたり、
畑は起伏も多く必ずしも均平にはなっていない。農
地面積の割には、有効活用されている部分が半分程
度で、生産性は高くはないように見受けられた。 
 ここで生産された野菜や果実は、主に生協に出荷
しているが、この生協はエンジニアをはじめとする
いろいろの人たちによって作られたもので、ここに
出荷している農家はミゲル氏だけだという。生協に
加えて学校給食に出しているとともに、一般にも販
売しているそうだ。これらの販売価格は国が決めた
ものが適用されているという。 
 

10.観光農業 
〈事例〉ラウル農場 
  キューバに足を運んでみてイメージと異なって
いた一つは、キューバとは言っても一律ではなく地
域性・多様性に富んでいることであった。キューバ
の西半分を走り回っただけにすぎないが、ハバナを
出てはじめに向かったサパタ半島は湿原が多く、サ
パタ湿原国立公園がある。またハバナの西に半日か
けて出かけた世界遺産にもなっているビニャーレ
ス渓谷は石灰岩の山々が雨で削り取られて中国の
桂林のような景観を呈している。車で走りながら沿
道に展開する農地も、草がまばらに生えた牛や羊等
の放牧地が多かったものの、サトウキビやキャッサ
バ、タバコ等が栽培されているところもあれば、水
田もときどき見かけることができた。 

 こうした多様な
自然環境とすぐれ
た景観を生かして
観光農業を展開し
ていたのがビニャ
ーレス渓谷にある
ラウル農場である。

ラウル農場のような観光農業はおそらくは先駆的
なものであって一般的ではないと思われるが、今後、
こうした観光農業が広まっていくことになるので
あろう。 
ラウル農場は生産形態としては独立自営農民に
該当するが、使用人も使って（少なくとも４人以上）
展開している。農場のちょっと先には切り立った岩
山が続いており、その岩山の奇景をバックにして、
タバコの産地であることからタバコを中心に広が
る畑と、点在する民家がマッチングして素晴らしい
景観を形作っている。農場の中心には、数十人が飲
食・休憩できる屋根と柱だけで壁がなく、どこから
でも自由に出入りできるレストラン兼休憩所が設
けられており、ここで食事やジュースやビール、モ
ヒートをはじめとするカクテル等のアルコールも
出される。 
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農場は13haほ
どで、タバコの生
産を中心とした
ゾーンと野菜を
生産するゾーン
とに分かれる。栽
培した葉タバコ

は合掌造りのような形をした昔ながらの乾燥小屋
で乾燥させたうえで葉巻が作られるが、この一連の
工程の作業を見学することができるとともに、乾燥
した葉タバコを自分で巻いて葉巻を作る体験もで
きる。また野菜はもっぱらここで出される食事の食
材用に生産されている。この野菜とともにタバコも
自然環境を守っていくために有機栽培で生産され
ているとともに、畑の耕耘には専ら牛が利用されて
おり、昔ながらの牛耕が行われている。自然環境と
ともに伝統的な農法と生活のたたずまいを大事に
することによって、都会の住人はもとより世界から
観光客を呼び寄せている。具体的には、休憩所で一
緒になった若者２人はベルギーから、また後に述べ
る馬に乗って周遊する途中の休憩場所で会った子
ども連れの夫婦はスイスからであった。また岩山の
あちこちでは、たくさんの人たちがロッククライミ
ングをしており、これも海外から人を引きつけてい
るとのことだ。 

このラウル農
場も含めて、観光
農業の一番の目
玉になっている
のが馬に乗って
の周遊だ。よく訓
練された馬で、初

心者でも手綱さばきを教えてもらってすぐに一人
で馬に乗ることができる。もちろん数人に一人、ベ
テランのカウボーイがついてチェックしてくれ、危
険はない。畑の側の道を片道 30 分ほど、往復で１
時間。途中、上から谷間に広がる田園風景を一望で
きるところで 30 分ほど休憩する。筆者が馬に乗る
のは内モンゴル以来で二度目であるが、馬に乗って
の散策とやさしく吹き抜ける風、そして葉タバコや
キャッサバ等が生産されている素晴らしい田園風

景に、実に快適であるという以上に、至福の時をす
ごすことができた。馬に乗っての田園の中の散策は、
癒しや健康、そして観光や地域おこしとしてもきわ
めて大きなポテンシャルを持っているように感じ
た。 
馬の散策・ツァーはラウル農場だけでなく、この
地域が一体となっての連携なしには成り立たない。
田園風景を一望できるところからだけでも５、６組
のグループが馬で散策しているのが見えることか
ら、おそらく同時には 10 組前後のグループが散策
しているものと推測され、１グループ５人としても、
50 頭前後の馬が仕事をしている勘定になる。馬の
調教をはじめとして、たくさんの観光客に対応して
の馬の手配と付き添い、また馬に乗るところまでの
馬車による観光客の送迎等と、全体のシステムがし

っかりしている
からこそ成り立
つといえる。地域
の人たちの現金
収入確保の貴重
な場となってい
るが、地域の人た

ちの連携する力と、馬を使っての観光農業で地域振
興をはかろうとする熱い思いがこの馬のツァーに
凝縮されているように思う。 
 なお、この地域での有機農業への取組についても
触れておけば、ラウル農場の隣の農場では化学肥料
を使用しており有機栽培はしていないそうだ。この
地域が 98 年に国立公園に指定されたことから、国
が自然環境を守る一環として有機栽培推進のプロ
ジェクトを展開する中で、５、６カ所あるモデル農
場の一つとしてラウル農場は有機栽培に取り組み
始めたそうだ。しょっちゅう市の指導員がきてチェ
ックし、アドバイスしてくれることから、有機栽培
することでの問題はないという。農場で作業をして
いたアントニオ氏（78歳）は、たい肥作りとともに
できるだけ自家採種に努めており、また混作しなが
らの輪作体系をしっかり組んでいるとのことで、有
機栽培は手間はかかるが、それなりの収量を確保で
きるだけでなく、安心を与えてくれる。もっと有機
栽培は広がったほうがいい、と語る。 
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11.協同組合 
キューバの農業の担い手・生産形態は国営農場か
ら非国営部門へとシフトしてきたが、このところ独
立自営農民が増加しているとはいえ、その多くは協
同組合生産基礎単位(UBPC)、農業生産協同組合
(CPA)、信用サービス協同組合(CCS)の協同組合が占
めている。 
今回のキューバ訪問では残念ながら協同組合農
場の現場に足を運ぶことができなかった。協同組合
農場とその生産実態についての見学・ヒアリングは、
次の訪問時の課題として取っておきたい。 
とりあえずは独立自営農民であるミゲル氏の「キ
ューバ農業では生産にしても販売にしても協同組
合と無関係でいることはあり得ない」との話を掲げ
ておくが、あわせてUBPCは国営農場を分割・再編
したものであって農民の自発的意思によって設け
られたものではないこと、また社会主義国であるこ
とからUBPCは勿論、他の協同組合組織も含めて国
家のコントロール下に置かれていることなど、協同
組合のあり方や国家との関係など、基本的な課題を
有していることはここで指摘しておきたい。また規
模の大きな組織ほど生産性が低いのが実情であり、
協同組合と規模の問題もこれに絡んでくる。さらに
キューバは革命政権を樹立して以降、医療費ととも
に教育の無償化を実現・徹底させると同時に、その
質の向上に努めてきており、LLECE（ユネスコ・ラ
テンアメリカ学力評価研究所）が 2006 年に実施し
た「ラテンアメリカ学力国際比較調査」では群を抜
いての１位。長年にわたる教育の積重ねが知的人材
の育成・蓄積を可能にしてきた。これを生かしてい
くことは最重要の国家的課題であり、その活躍の場
を提供していくにふさわしい協同組合のあり方が
本質的に問われているように思う。 
ところで2011年４月に社会経済体制の抜本的転
換を目指す「革命と党の社会経済政策基本方針」が
出され、新たな体制のための法整備は 2014 年末ま
でにほぼ終了し、15 年からは本格的な実施段階に
入っている。「全人民の所有制」と名付けられた新た
な体制は、４部門からなっており、「改革」国有部門、
外資部門、中小民間部門そして協同組合部門となっ
ている。既に農業部門での協同組合化は進められて

きており、これにより新たに非農業部門での導入が
意図されている。協同組合は３人以上集まれば作る
ことができ、2015 年６月時点では 419 の協同組合
が立ち上げられている。「そのほぼ半分が食品の加
工や販売であり、そのほか衣類の縫製、バス輸送、
会計士、コンピューター技術者など、職種は多彩で
ある。といってもまだ始まったばかりであり、国も、
協同組合員も、手探り状態にある」（後藤 247 頁）
と報告されている。 
そもそもホセ・マルティの社会理念は「すべての
人々の幸せ、しかし、最も虐げられた人々の解放優
先」「助け合いの社会」を目指すものであり、キュー
バが目指してきた社会主義は協同組合との親和性
が強く、農業以外の部門での協同組合活動が活発化
していくことが期待される。 
 
 
12.番外編 
①二重通貨 

 ロシアに行っ
た時に、両替して
持参したルーブ
ルで支払おうと
思ったら、ルーブ
ルよりドルのほ
うが信用が高い
ことから、ドルで

払ってもらったほうがありがたい、と言われて“え
っ”と驚いた記憶がある。今回のキューバでこれに
近い驚きを経験した。 
キューバに入国してすぐ CUC なるキューバ・ペ
ソに両替していたが、市場に出かけた際、そこで売
られているヤシの実の中にある水を飲むために、ナ
タで上の部分を切ってもらい、CUC で払おうとし
たら、同じキューバ・ペソでも国民が使う CUP の
価格でしか表示がなく、CUCでは売らないという。
そこで同行のサイネ女史が CUP で払ってくれて、
ヤシの水にありついたことがあった。すなわち国民
が使っているのは CUP であり、日本円等で両替し
た時に保有することのできるキューバ・ペソ CUC
は、CUPとしては使用することはできない。国民が
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使っている通貨と外国人が使う通貨は別々の、いわ
ゆる二重通貨制となっている。 

 現在のレート
換算は１CUC＝
25CUPとなって
いるが、市場で
もCUPしか使え
ないところと、

CUC での支払いを前提した市場とに分かれ、それ
ぞれが棲み分けしており、最近では両方が使える市
場が少しずつ出てきているという。そして概して
CUP しか使えない国民向けの市場は、販売されて
いる商品の種類が限られているのに対して、CUC
の市場は商品の種類が豊富で、輸入品が多くなって
いる。 
 キューバの公務員の平均給料は 650CUP（2006
年で 390CUP）程度であり、これをCUCに換算す
ると 26CUC となる。１CUC は 113.69 円（2017
年５月 10 日時点）であることから、公務員の平均
給料は円では3,000円ぐらいとなる。こうしたCUP
で給料をもらっている人たちがほとんどを占める
中、クラシックカーに乗せるタクシーや外国人を対
象にした民泊施設も増えている。筆者たちが試しに
民泊しているところからハバナの中心街までクラ
シックカーのタクシーに乗って 15 分ほど走ったが、
その料金は20CUCだというのを値切って15CUC。
１日、仮に５回客を乗せたとして、１日の水揚げは
75CUCで、これは 1,875CUPとなり、１日で公務
員の給料の３倍を稼いでいることになる。キューバ
滞在期間中、アメリカの国交回復もあって観光ブー
ムでホテルはどこも満杯ということで、全行程を民
泊したが、泊り＋朝食で 40CUC といったところ。 
 乗りはしなかったが、メキシコ・キューバ経由で
ローマ法王に謁見を果たした伊達藩の支倉常長の
銅像が立つ公園の近くで休憩していたクラシック
カーのタクシー運転手に聞いてみたところ、このク
ラシックカーは約 300 万円で購入し修理したもの
だとかで、親がタバコ生産で儲けた金に、アメリカ
にいる親戚が送ってくれた金をあわせて購入した
そうだ。ちなみに冗談半分で 300 万円以上のトヨタ
の新車とこのクラシックカーとを交換しよう、と持

ち掛けたら、トヨタの車では観光客相手の商売には
なりにくいのであろうか、クラシックカーのほうが
いいということできっぱりと断られてしまった。ま
たハバナで２泊した民泊施設の女オーナーのご主
人はスイス人ということで、ご主人の金が施設投資
に大分回ることによって、民泊を始めたものと推察
される。 
 自営業を起業し外貨を稼ぐ人が増えてきている
が、これにともなって所得格差が広がりつつある。
社会主義国であり、まだ配給制度も続けている国で、
所得格差を抑制し、全体の所得向上を図っていくこ
と、さらにはいずれ二重通貨制を廃止していくこと
は大変な重要課題ではあるが、非常な困難をともな
うことが容易に想像される。と同時に、かなりの長
い時間をかけていくことが必要であるが、それまで
海外も含めた経済環境が待ってくれるか、正直なと
ころ不安を感じないわけにはいかない。 
 
②「自然と人間のための財団」と中南米文化圏 
 ラザロ氏の学生時代からの友人であるロベルト
氏が都市農業の現場を紹介してくれるかもしれな
いということで、ロベルト氏が所属している「自然
と人間のための財団 la Fundacion de Antonio 
Nunez Jimenez por Naturaleza y Hoｍbre」に足
を運んでみた。 
 この財団は、５つのテーマに取り組んでいるが、
そのうちの４つは環境保全に関するもので、あとの
一つが農業であり、パーマカルチャーに重点を置い
てノウハウや資金の提供、広報につとめている。財
団として遺伝子組換え作物や農薬・化学肥料の使用
には反対しているという。 

 ここで紹介して
おきたいのは、この
財団の創設者であ
るアントニオ・ニュ
ニエス・ヒメネスな
る人物と、彼が実証
につとめたキュー
バ文化の源流とし
ての中南米文化圏

についてである。 
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 ヒメネスは地理学者であるが、キューバ民俗学の
創始者でもある。カストロとともに革命戦争を闘い、
カストロとは仲良しでもあり、学者ながらペルー大
使もつとめている。 
そのヒメネスは 1987 年、64歳の時に、アマゾン
川の源流であるエクアドルからキューバまでをカ
ヌーに乗って旅しており、この旅を１年かけて成功
させている。キューバの文化はアマゾンに源があり、
これを実証するために、各分野の各国の学者・研究
者総勢 300 人を参加させての大きな旅でもあった。
出発地点でカヌーを作り、そのカヌーでアマゾンを
下りながら調査を重ねるとともに、生活用具をはじ
めとする膨大な量の民具の蒐集を行ったが、これが
当財団の建物に陳列されている。エクアドルからネ
グル川を下り、ペルーに入ってナポ川へ、さらにブ
ラジルに入ってアマゾン川を下り、途中から北上し、
コロンビアからオリノコ川を下ってベネズエラに
出、今度は海を漕ぎ渡ってプエルトリコ、ドミニカ、
ハイチを経由してキューバに到着するもので、２万
ｋｍに及ぶ。ヒメネスの、手づくりしたカヌーに乗
って、時間をかけ、あくまで昔ながらの旅である。
関野吉晴のいう“グレートジャーニー”によっての
実証的な調査手法には共感するところ大である。 

キューバの原
住民のほとんど
はスペインの植
民地時代に亡く
なっており、原住
民が築き上げて
きた文化がいか
なるものか筆者

の知るところではないが、陳列された国別に置かれ
た民具等を見る限りでは、アマゾンの上流からキュ
ーバに至るまでかなりの類似性・共通性があること
は間違いない。この類似性・共通性は、アメリカや
メキシコにはないものであり、キューバは距離の近
いアメリカやメキシコではなく、中米、南米と色濃
い関係を持ってきたという話には興味をひかれる。 
現代的にはアメリカを中心とする北米が圧倒的
な影響力を有しているが、時代をさかのぼればむし
ろ北米の影響力は限定的で、中南米文化圏が大きな

力を持っていたということに、新鮮な驚きのような
ものを感じる。時代とともに力学は変化するもので
あり、現状の力学がいつまでも続くとは限らない。

アメリカの栄光
も未来永劫続く
わけではないこ
とを、示唆して
もいるように思
われてならない。 
 

 
13.総括 
キューバの農業について語ることは容易ではな
い。その農業構造はスペイン、アメリカ、そして
ソ連との関係によって規定されてきたものであ
り、ひたすら輸出するための産業としての農業で
しかなく、本来の食料を生産するための農業であ
ることが許されずにきた。農地は輸出用の砂糖の
生産に特化し、食料の大半は輸入によって調達し
もっぱら海外に依存するという構造を実に長い間
にわたって余儀なくされてきた。大国の分業経済
の中に常に縛りつけられ続け、ソ連・東欧社会主
義圏の解体という歴史的な“激震”を被ることによ
ってやっと解放されたとはいうものの、食料を含
む重要物資の多くを海外に全面的に依存する構造
に置かれながら、いきなりハシゴを外されて自力
再生するしかない“地獄”としかいいようのない状
況に放りこまれたわけで、ここから都市農業や有
機農業をテコにして食いつなぎながら這い上がっ
てきたのがキューバの歴史であり、農業であると
いえる。今回のキューバ訪問ではキューバ農業を
垣間見たにとどまり、その実情の一部を理解でき
たに過ぎないが、終わりに感想を中心に若干の総
括を試み、あわせて提言を付しておくこととした
い。 
第一に実感させられたことは、アメリカの本音
がいかなるものかについてである。日本は太平洋
戦争で敗北し、アメリカに従属することによって
今日に至っている。国民の大半はアメリカへの従
属は当然のこととして受け止めており、それが軍
事的・経済的にも日本にとって最善の選択である
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というのが常識と化している。これに対してキュ
ーバは、アメリカの実質植民地から革命戦争によ
って独立を勝ち取るとともに、独立を保ち続けて
きた。革命政権が社会主義国家を標榜したことが
大きいとはいえ、革命政権確立後、アメリカはプ
ラヤ・ヒロン侵攻事件を発生させただけでなく、
常に軍事侵攻の機会をうかがい、同時に経済封鎖
を継続・強化する等、革命政権の転覆を執拗に試
み続けてきた。 
ここには強大な軍事力と経済力とを背景にし
た、露骨なアメリカ本位主義を見て取ることがで
きる。アメリカに素直に従属している日本からは
見えにくいのは確かであるが、アメリカに対抗し
続けてきたキューバだからこそ、その歴史はむき
出しにされたアメリカの本音がいかなるものかを
雄弁に物語っているといえる。アメリカが主導し
ようとしたTPPにしても、これから離脱して推進
しようとしている日米 FTAにしても、“アメリカ
ン・ファースト”に象徴されるようにアメリカがど
れだけの利益を獲得できるのかだけが問題であ
り、相互の経済発展などというのは相手をおびき
だすためのエサであり、“幻想”を振りまいている
だけにすぎない。キューバの歴史を知ることは、
もう一つのアメリカ、アメリカの本音を知ること
を可能にする。 
第二に、国家のあり方について考えるにあたっ
てキューバは実に大きな示唆を与えてくれてい
る。キューバは社会主義を宣言してきたが、カス
トロは共産主義者ではなく、自らの理想を実現し
ていくための器として社会主義を選択したと見る
ことができる。 

カストロが求
めたものはホ
セ・マルティが
掲げた「人間は
自由な存在であ
る」ことが可能
な国づくりであ

り、公正な社会の追求、無償の国際協力、助け合
いの社会の建設等であり、あくまでその手段とし
ての社会主義国家であった。社会主義というイデ

オロギーにとらわれることなく、ソ連型の社会主
義のあり方に危険を感じ取り、ソ連解体前からあ
らたな社会主義国家のあり方を模索し続けていた
ことが、経済危機を乗り越え、国をあげて現実的
で弾力的な対応を可能にしてきた基本的な要因と
なったように思う。 
革命政権発足以降、配給制度による国民への食
料安定供給の導入とともに、無償での教育と医療
に力を注いできた。今では世界で最も高い教育水
準を実現するとともに、知的人材の豊富な蓄積が
なされ、また医師の派遣等をつうじて先進的医療
技術を中南米に供給することによって中南米のリ
ーダーとしての役割をしっかりと果たしてきてい
る。知的人材、知的資産による国づくりと国際貢
献。資源に乏しい日本が目指すべき途をキューバ
は既に歩き続け、その成果を着実に発揮しつつあ
る。 
第三が、ソ連の解体と経済危機における海外に食
料供給料を依存することの脆さと食料安全保障の
重要性についてである。国際分業は順調な時にはそ
れなりのメリットをもたらすことは確かであるが、
一定程度以上の食料を確保し食料の自給に努めて
いくことは国が存続していくための第一要件であ
り、食料自給率が 40％にも満たない日本こそがこ
れを前提にした農業のあり方を基本に置いての農
政展開が求められる。大規模経営、単一作物生産に
よる生産性向上も必要ではあるが、あくまで地域自
給、国内自給を基本に家族経営による多品種少量生
産が持続してこその話である。家族経営による多品
種少量生産と大規模経営による少品種大量生産を
組み合わせての地域農業の振興が求められる。 
第四に経済危機以降、自給的経済へのシフトを目
指して、帰農者による新規就農を増加させるととも
に、小農経営のウェイトを高めようとしている。た
だし、「農業生産に対する国家コントロールの確保
という観点から市場原理の導入は限られ、・・・私有
農も革命以来はじめてその役割が積極的に評価さ
れたとはいえ、依然として小規模経営に限られ、副
次的役割にとどめられている」（後藤政子「90年代
キューバにおける農業政策転換の基本理念」）とも
され、一定の留意が必要ではある。日本では小規模・
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零細農家を切り捨て、特定の農家に農地を集積して
の大規模経営を目指しており、両国はちょうど反対
のベクトルにある。キューバにとって日本の小規
模・零細な家族経営が持つ技術力と経験は大きな力
になるとともに、日本にとってもキューバの大国に
よる支配から脱皮し経済危機を乗り越える中で小
農が果たすべき役割の重要性を明確にしてきた経
験と理念には学ぶところが多い。 
第五に、キューバでの経済危機に
おける都市農業や有機農業の振興
が、農業の持つもう一つの世界の重
要性とともにこれが成り立つ可能性
を明らかにしてくれたように考え
る。確かに現状では、市街地で農地を
見かけることは稀であり、多くの畑
は転用されて建物等に姿を変えてし
まっているが、いざとなれば自ら生
産し自給していくしかない。余儀な
くされて取り組んだものであったと
しても、国民皆農により都市農業で
多くを自給するとともに、生産資材
が枯渇する中で有機農業がこれを可能にした。まさ
に国をあげての壮大なる実験が行われたもので、緊
急事態への対処としてモデル化していくことも可
能であるが、このためにも平常レベルで都市農業や
有機農業を振興し、国民が日常的に農業にいそしん
でいくことが大事であることを示唆している。 
 
14.提言 
こうした総括を踏まえてキューバとの交流の強
化・拡大について提言をしておきたい。第一が、キ
ューバの経験・歴史を学んでいくことである。キュ
ーバほどに幾多の緊張と窮乏を乗り越えた経験を
持つ国はない。この経験を学ぶとともに、キューバ
から世界を見ることによってあらたな視点が与え
られることは必至であり、今の日本は複眼的視点を
持つことがまさに必要な状況にあるように思う。 
第二に、キューバでは都市農業による自給をすす
めてきた経験は有するが、それまでのキューバ農業
は大規模経営による単作農業が基本であり、多くは
農業者というよりは農業労働者として農作業に従

事してきた。小農の重要性が認識されるようになっ
たのはようやく 20 世紀末になってからのことであ
り、小農の育成がキューバの大きな課題ともなって
いる。日本では小規模・零細の家族経営が農政から
ふるい落とされそうになってはいるが、まだまだ元
気な小規模・零細の家族経営の農業者も多い。日本
の小農の持つ技術・ノウハウ等をこれからのキュー
バの農業者の経営・自立に役に立てられることは少

なくない。 
第三に、キューバ経済の自立をす
すめていくと同時に小農経営の自立
をはかっていくためには、地産地消
を直売によって推進していくことが
大きなポイントになってくるものと
考える。例えばグリーンファームの
小林会長は既にグアテマラやベネズ
エラ等での産直を指導してきた経験
を持つが、こうした日本の経験やノ
ウハウ等をキューバにも伝えていく
ことが必要なのではないか。 
第四に、我が国で農協の市場化・自

由化を促す、的外れの農協改革や自己改革がすすめ
られつつある一方、協同労働法の制定を求める動き
が広がる等、協同組合や協同活動そのもののあり方
を本質的に見直す動きも活発化している。特に組合
員が働くと同時に、出資もし経営にも当たる協同労
働は、これからのあたらしい働き方であるとともに、
あたらしい協同組合のあり方を示すものであり、小
農の確保や自立的な協同活動を展開していくにあ
たって大きな示唆を与えるものであると考える。日
本とキューバとの間で、協同労働を軸にしながら小
農の確保・育成や協同組合の生産性向上等について
の研究交流をはかっていく意義は大きいのではな
かろうか。 
そして第五に、こうした日本とキューバとの交流
の強化・拡大をとおして、新大陸型の大規模農業で
はなく、都市農業や有機農業による小農経営や国民
皆農を発展させると同時に、協同労働も含めた協同
活動のあり方をモデル化し、各国の自給度向上を応
援していくことを提言したい。日本とキューバだか
らこそ、弱肉強食の農産物の貿易自由化に対抗して、
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各国が持つ食料主権を尊重し、各国の経済的自立を
支援していくことができる。 
  2012 年が国連が定める国際協同組合年であると
ともに、2014 年は国際家族農業年であったように、
世界情勢は食料安全保障や飢餓・貧困の撲滅のため
に家族農業や小規模農業、そして協同組合が大きな
役割を果たしていくことを求めている。貴重な歴史
と経験を持つ日本とキューバの交流と連携を強化
し、食料安全保障の強化をつうじて各国の共生をは
かり、世界平和をリードしていくことが期待される。 
 １年間ご愛読ありがとうございました。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


